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大田原市税条例等の一部を改正する条例 

（大田原市税条例の一部改正） 

第１条 大田原市税条例（昭和３０年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第５７条の次に次の１条を加える。 

（法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第５７条の２ 法第３４９条の３第２８項に規定する市町村の条例で定める割合は、２

分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とす

る。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１とす

る。 

附則第１０条の２中第１２項を第１４項とし、第１１項の次に次の２項を加える。 

１２ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の１とす

る。 

１３ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

（大田原市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大田原市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条のうち大田原市税条例第７７条の次に７条を加える改正規定中第７７条の８を

次のように改める。 

（環境性能割の減免） 

第７７条の８ 市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第８６条第１

項各号に掲げる軽自動車等（三輪以上のものに限る。）のうち必要と認めるものに対

しては、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免（第８６条第１項第３号に該当する場合を除く 

。）は、身体障害者等１人につき１台限り行うものとし、栃木県において道路運送車

両法第３条に規定する自動車に係る環境性能割の課税免除又は減免を受けている場合

は、同項の規定は適用しない。 

３ 第１項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項につい

ては、規則で定める。 

第１条のうち大田原市税条例第８６条の改正規定中「、同条第２項及び」を「、同条

第２項中「軽自動車税の免除」を「種別割の減免（第３号に該当する場合を除く。）」

に、「係る自動車税」を「係る種別割」に改め、同条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 



第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の大田原市税条例の規定は、平成３０年度以後の年度

分の固定資産税について適用し、平成２９年度分までの固定資産税については、なお従

前の例による。 

 


